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１．【議題】府がん診療拠点病院の指定要件未充足病院への対応について

○府がん診療拠点病院は、要綱第4条に基づき、毎年9月1日の現況を11月末までに
知事に提出することとされているが、昨年度の報告により一部の指定要件が未充足で
あった病院のうち、令和4年2月時点で未充足が解消されていない病院が３病院あった。

○令和4年2月の部会の審議結果を受けて、府において令和4年3月上旬に当該3病院
に対し知事による改善指導を行った。指導を受けた各病院の現時点の対応状況につい
て報告する。
【参考：令和４年２月 部会審議結果】

・以下３病院が指定要件を満たしていないため、改善指導を行うこととする。

【指導等フロー】

要件未充足 指導 改善 指定継続

改善見込なし 勧告

自主取り下げ

病院名 未充足要件（R4.2時点）

大阪府済⽣会千⾥病院 緩和ケアの提供体制等の⼈員

愛仁会高槻病院 患者が語り合うための場の設定

十三市民病院 院内がん登録件数、手術件数、薬物療法の延べ⼈数
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病院名

必須要件

緩和ケア
専従常勤看護師

身体症状担当
専任常勤医師

がん相談支援センター
専任相談支援員

薬物療法に携わる
専任常勤医師

大阪府済生会
千里病院

※指定期間
R2.4.1

～R6.3.31

〇 〇 〇 〇

令和4年3月1日より
緩和ケアチームに専従
でがん疼痛看護認定
看護師を配置。

緩和ケアチームへ専従
でがん疼痛看護認定看
護師を配置したことによ
り、緩和ケアチームの医
師が、専任医師として
緩和ケアに携わる業務
に従事できる体制を整
備。

令和4年3月1日より、
国立がん研究センター
認定がん専門相談員
をがん総合診療セン
ター（がん相談支援セ
ンター）に配置。

令和４年４月1日より
呼吸器内科医師を1名
増員し、薬物療法に携
わる化学療法室室長
（呼吸器内科医師）
が専任で業務に従事で
きるよう体制を整備。そ
の結果、6月16日より
化学療法室で専任業
務に従事。

【大阪府済⽣会千⾥病院】

緩和ケアの提供体制等の⼈員が2年以上満たされていない状況だったが、改善指導後、指定要件充足。
（R元年は専任等の要件について見解を誤っていたことにより充足していると認識、R2年に誤認であると報告
あり）。

○：令和４年２月以降現在までに充足

〈対応案〉
R4.2時点では未充足であったが、R4.6.16時点で改善され、すべての要件を満たすこととなったため、指定
を継続する。

１．府がん診療拠点病院の指定要件未充足病院への対応について①

4



【愛仁会高槻病院】

病院名 指定期間

必須要件

患者が語り合うための場の設定 相談支援センター相談員研修会受講

愛仁会高槻病院 R2.4.1～R6.3.31

△ ●

R4.8.30開催予定 R4.1月開催分に出席済

「患者が語り合うための場の設定」が新型コロナウイルス感染症の影響で満たされていない状況だったが、
改善指導後、令和４年８月末までに充足予定。

●：令和４年２月までに充足済 △：令和４年８月末までに充足予定

〈対応案〉
R４.2時点では未充足であったが、８月末までに充足予定であることから、８月末の充足を確認したうえで、
指定を継続する。

１．府がん診療拠点病院の指定要件未充足病院への対応について②
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病院名 指定期間

指定要件

院内がん登録
（200件以上）

手術件数
（200件以上）

薬物療法のべ人数
（400件以上）

十三市民病院 R2.4.1～R6.3.31
71

(R3.1月～12月実績)
102

(R3.1月～12月実績)
43

(R3.1月～12月実績)

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、令和2年5月から、新型コロナの専門病院として、以下の対応を行っ

ていることから、依然として一部の指定要件を充足していない状況

《新型コロナの専門病院としての対応状況》

○令和2年4月の緊急事態宣言の際、

・外来診療を全面休止

→コロナ第１波の収束に合わせて一部再開。以後、コロナ蔓延の状況に応じて制限と緩和を繰り返す状況。

・入院患者は一旦全員退院。

→同年5月のコロナの専門病院になって以降、4病棟（224床）あった一般病棟のうち、2病棟をコロナ

専用病棟へ転換。

○急性期対応は2病棟（82床）のみ。→現在もこの状態が続いている

【十三市民病院】

《指定要件（必須要件）の充足状況》

１．府がん診療拠点病院の指定要件未充足病院への対応について③-1
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〈対応案〉

一部をコロナ専門病床としていることにより、手術件数等の診療実績は未充足であるが、新型コロナの専門

病院として対応しているというやむを得ない事情によることから、指定継続を認めたうえで、改めて年度末の

部会で状況を報告することとする。

〈令和3年度大阪府がん対策推進委員会第２回がん診療連携検討部会での意見〉

十三市民病院は、要件を充足していないため指定更新をするべきではないのではないかと考える一方、行

政からの要望を受けてやむを得ず新型コロナウイルス感染症の専門病院として対応していることもあり、令和

4年9月1日をもって改めて指定更新について検討してもよいのではないか。

１．府がん診療拠点病院の指定要件未充足病院への対応について③－2
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２．【報告】地域がん診療連携拠点病院の推薦等に係る今後の予定
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